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介護老人保健施設ノーブル楽音寺 

短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護 重要事項説明書 

（令和 6年 4 月１日） 

 

 ご利用者される方やご家族様に介護老人保健施設サービスについて、契約を締結する前に知っ

ておいていただきたい内容を説明させていただきます。 

 

 この「重要事項説明書」は、介護老人保健施設の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定めた規定に基づき、介護老人保健施設サービス提供契約・締結に際して、説明す

るものです。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。 

 

１．開設者の名称及び所在地等について 

名 称 ・ 法 人 種 別 医療法人 貴島会 

代 表 者 名 理事長 貴島秀樹 

所 在 地 

連 絡 先 

大阪府八尾市楽音寺 ３－３３ 

電 話   ０７２－９４１－１４９９ 

ＦＡＸ     ０７２－９４１－４６６６ 

法 人 設 立 年 月 日   昭和４１年１２月２７日 

 

２．施設の目的及び運営方針 

（１）施設の目的 

当施設は、要介護及び要支援の状態と認定された入所者様（以下、「入所者様」という）

に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入所者様が有する能力に応じ、自立した日常生活

を営むことができるようにし、１日でも早く居宅における生活に復帰できるように支援す

ることを目的とします。 

（２）運営方針 

 入所者様の意思及び人格を尊重し、入所者様の立場に立って、それぞれの状態に応じた 

医療・看護・介護サービス・相談・援助を実施し、家庭や地域との結びつきを重視した運 

営を行います。 

 

３．施設の概要 

（１）名称・所在地等 

施 設 の 名 称 介護老人保健施設 ノーブル楽音寺 

施 設 長 の 氏 名 平野 正明 

所 在 地 

連 絡 先 

大阪府八尾市楽音寺 ３－５ 

電 話   ０７２－９４１－８００５ 

ＦＡＸ     ０７２－９４１－０８４５ 

介 護 保 険 指 定 番 号 大阪府指定（ 第 ２７５５５８００３８号 ） 
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（２）入所定員 

１ ０ ０ 名 （短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護含む） 

 

（３）構造等の概要 

敷 地 面 積 1,952㎡   

建 物 
構   造 鉄筋コンクリート造 ４階建（耐火構造） 

延べ床面積 3,789 ㎡   

 

（４）居室及び主な設備の概要 

従 来 型 

療 養 室 １００床   

 個室 ２室   

 多床室（２人室） ５室   

 多床室（４人室） ２２室   

食堂                   １室 

談話室                   ３室 

レクリエーションルーム                  ２ヶ所 

共 用 部 分 

診察室                   １室 

機能回復訓練室                   １室 

特別浴室 １室 

個人浴 １室 

一般浴 １室 

 

（５）当施設の従業者の体制 

職   名 業  務  内  容 
基 準 

人員数 

医 師 日常的な医学管理 1 

看 護 職 員 
看護（投薬・検温・血圧測定等の医療行為） 

施設サービス計画の作成補助 
10 

介 護 職 員 
施設サービス計画に基づく介護 

（入浴・排泄・オムツの取替え・着替え等の介助） 
24 

支援相談員 
生活相談、レクリエーション計画、市町村との連携 

ボランティアの指導 
1 

理学療法士 リハビリテーション実施計画の作成、機能回復訓練 1 
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管理栄養士 栄養ケアマネジメント、献立作成 1 

介 護 支 援 

専 門 員 
施設サービス計画の作成、要介護認定の申請支援 1 

事 務 員 庶務、会計、施設の保全管理、委託業者への指示管理 1 

 

４．当施設のサービス内容 

項 目 対 象 具 体 的 内 容 

医療及び看護 全入所者様共通 

・定期診察（週１回） 

・緊急時の医療対応 

・定期健康診断（年１回） 

・血圧測定、検温等による日常健康チェック 

・服薬管理 

・病状急変時の医療機関との連携 

医学管理下にお

ける介護 

 

全入所者様共通 

・年間を通じて週２回以上の入浴又は清拭 

・排泄介助 

・適時適切なオムツ交換 

・寝たきり防止のための離床促進 

・生活リズム維持の為の毎朝夕の着替え介助 

・清潔な寝具の提供 

・シーツ、包布、枕カバーの週 1回の定期交換 

・寝具汚染時の適宜交換 

食事の提供及び

栄養管理 

全入所者様共通 

・管理栄養士の献立により、入所者の身体状況及び

栄養に配慮 

・食事時間 

  朝 食   7：45～8：30 

昼 食  12：00～13：00 

おやつ  15：00～ 

  夕 食  18：00～19：00 

・食事の自立支援 

・栄養食事相談の実施 

従来型の入所者様 ・原則、食堂を利用 

機能回復訓練 全入所者様共通 
・リハビリテーション実施計画に基づき、週２回以

上の機能訓練の実施 

相談及び援助 全入所者様共通 

・支援相談員による入所時の相談及び援助 

・入所中のサービス提供に関しての相談及び援助 

・在宅復帰の支援相談及び援助 

・退所後の相談及び援助 

教養・娯楽 全入所者様共通 

・「朗らか」で「個性豊かな」に過ごすことができる

ように適宜レクリエーションの企画 

  季節行事 （誕生日会、遠足等、月２回実施） 

理美容サービス 全入所者様共通 ・原則、実費にて月１回実施 

 

５．協力医療機関 

  当施設は、入所者様に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医

療機関又は歯科医療機関での診察を依頼することがあります。 
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医 療 機 関 

病 院 名 

所 在 地 

電 話 番 号 

貴島病院本院 

八尾市楽音寺３－３３ 

０７２－９４１－１４９９ 

診 療 科 名 内科・外科・脳神経外科・整形外科 他 

入 院 設 備 有  ・   無 

歯 科 

病 院 名 

所 在 地 

電 話 番 号 

吉﨑歯科 

八尾市山本町南１－４－６ 

０７２－９２２－１４０１ 

   ＊受診に関しましては、一部負担金等の実費を申し受けますので、ご了承ください。 

 

６．利用料金 

 ① 利用料金は厚生労働省が定める基準（告示上の報酬額）により、入所者様の要介護度に応

じたサービス利用料金から介護保険給付額（通常は９割）を除いた金額（通常は１割の自

己負担額）及び居住費・食費をお支払いください。※平成 27年 8月より割合負担の方あり、

保険者の発行する負担割合証に記載の支払いになります。 

 ② 要介護・要支援認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額をお支払いいただき

ます。その場合、利用料のお支払いと引換にサービス提供証明書と領収書を交付いたしま

す。 

 ③ 認定を受けられた後に、サービス提供証明書と領収書を添付の上、保険者（市町村）に申

請すれば、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

 

【料金表】 

 

（１）介護保険給付対象サービス      （日額） 

要 介 護 度 多 床 室 従 来 型 個 室 

要支援 1 ６４１円 ６０５円 

要支援 2 ８０９円 ７５９円 

要介護１ ８６８円 ７８７円 

要介護２ ９２０円 ８３７円 

要介護３ ９８７円 ９０３円 

要介護４ 1,021円 ９６０円 

要介護５ 1,100円 1,015 円 

 

（２）要介護度にかかわらず、加算される自己負担分              （日額） 

療養食加算 医師の指示に基づいた食事を提供した場合 １食につき ９円 

夜勤職員配置加算 夜勤職員を基準より多く配置 1日に付き 25円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅲ） 

①介護福祉士 50％以上 

②常勤職員が 75％以上 

③勤続７年以上 30％ 

①・②・③のいずれかの要件を満たしている場合。 

1日に付き 7円 

送迎加算 車での送迎の片道の費用。 片道 193円 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算

（Ⅰ） 

介護老人保健施設の基準型を算定し、在宅復帰・

在宅支援等指標により算定した数が４０以上で

ある場合。 

1日に付き 54円 

個別リハビリテー

ション実施加算 

医師・看護師・ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等が共同して個

別リハビリテーション計画を作成。 
1日に付き 251円 
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個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は

医師の指示を受けたＰＴ・ＯＴ・ＳＴが概ね２０

分以上の個別のリハビリテーションを。実施する 

処遇改善加算 介護職員の処遇改善に資する費用として加算 1月に付き 

総単位

数の

3.9% 

特定処遇改善加算 
経験年数ある介護職員の処遇改善に資する費用

として加算 
1月に付き 

総単位

数の

1.7% 

処遇改善支援加算 
介護職員賃金ベースアップに資する費用として

加算 
1月に付き 

総単位

数の

0.8% 

処遇改善加算（Ⅱ） 

上記処遇改善加算・特定処遇改善加算・処遇改善

支援加算が廃止となり一本化される。令和６年６

月より 

1月に付き 

総単位

数の

7.1% 

 

※施設サービス費及び各種加算項目（保険給付の自己負担額）につきましては単位を基礎に算定 

しており、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じますのでご了承願います。 

（３）介護保険給付対象外サービス 

  ①食費・居住費 

項   目 金   額 

食事の提供に要する

費用 

朝食 300円 

1,800円 昼食 800円 

夕食 700円 

居住に要する費用 
多床室 

1日につき 
450円 

従来型個室 1,728円 

 

利用者負担段階 
居住費（滞在費） 食   費 合   計 

居室環境 負担限度額 負担限度額 利用者負担額 

第 1 段階 
多床室 0 

300 
300 

従来型個室 550 850 

第２段階 
多床室 430 

600 
1030 

従来型個室 550 1150 

第３段階① 
多床室 430 

1,000 
1430 

従来型個室 1，370 2370 

第３段階② 
多床室 430 

1,300 
1730 

従来型個室 1，370 2670 

第四段階 
多床室 450 

1,800 
2250 

従来型個室 1，728 3528 

 

※１  食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方にあっては、当

該認定書に記載されている負担限度額（上記の表に掲げる額）となります。 

 

  ②その他の費用 

種   類 金 額 内   容 

日用品費  １日につき 250円 
石鹸・シャンプー・おしぼり等の共用物

品費 

教養娯楽費  １日につき 100円 クラブ活動・レクリエーション等の材料
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費 

理髪・美容 

カット・顔そり １回につき 3，200円 
理髪店の出張による理美容サービスと

なっております。 
パーマ・顔そり １回につき 7，700円 

カット・毛染め １回につき 7，700円 

私物洗濯料  １回につき 500円 
基本的には、ご家族様で、ご自宅でお願

いします。 

 

※ 上記に定める利用料については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場

合、入所者様に対して変更を行う日の１ヶ月前までに説明を行い、当該利用料を相当額に変

更します。 

 

（４）お支払い方法 

  ① 毎月１0 日位を目途に前月分の請求書を発行しますので、定期的にご利用いただいてい

る場合は、10日以降の初回の利用日とさせて頂きます。 

 

  ② 定期的なご利用がない（急な利用等）短期入所療養介護（月 1 回など）については、退

所する日にご精算をお願い致します。 

 

７．利用開始までの流れ  

（１）利用手続き 

  ① 当施設の支援相談員により、入所相談を行います。 

  ② 必要書類【利用申込書、当施設指定健康情報提供書、入所者状況調査票（1）（2）】を提

出して頂きます。 

  ③ 利用者様及びご家族様と面談させていただきます。 

  ④ 当施設の医師、看護師、介護福祉士、管理栄養士、理学療法士、支援相談員、介護支援

専門員で入所判定を行います。 

  ⑤ 後日、支援相談員より、入所判定の結果等について連絡通知させていただきます。 

  ⑥ 当施設への短期入所療養介護利用にあたり、重要事項の説明に同意をいただいた上で、

契約を締結いたします。 

  ⑦ 短期入所療養介護利用については居宅介護支援事業所の計画書に基づき行います。 

  ⑧ 3 泊 4 日以上の短期入所療養介護の利用については、ご家族様やご本人様の意向などを

踏まえて介護計画書を策定しますので事前に希望等があれば御意見賜りますのでよろし

くお願いします。 

  ⑨ 別紙にて短期入所利用時に持参して頂くものを記載していますので忘れ物がないように

お願いします。 

  ⑩ 利用日の変更や中止等は早めにご連絡頂くと同時に居宅介護支援事業所にもその旨、連

絡お願い致します。 

 

   注意事項、利用当日の朝、発熱がある、体調が優れず受診が必要な状況がある場合は短期

入所療養介護の利用はできませんので予め御了承下さい。また、利用日にお迎えに伺っ

た際に排便状況（最終便の日にち）や投薬の変更の有無等も確認させて頂きますので宜

しくお願い致します。貴重品や携帯電話などの持ち込みはご遠慮いただいております。 

   

８．施設利用に当たっての留意事項 

事  項 内        容 

食事 
栄養管理を施した食事を提供いたします。食べ物の持ち込みは、健康管理

及び感染予防上、原則禁止とさせていただきます。 
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面会時間 

面会方法 

面会時間は午前９時から午後７時までとします。 

各階サービスステーションに置いてあります面会簿に必要事項をご記入い

ただきます。 

消灯時間 通年午後９時とします。 

飲酒 栄養管理上、原則禁止とさせていただきます。 

喫煙 健康管理上、原則禁止とさせていただきます。 

火気の取り扱い 防火管理上、原則禁止とさせていただきます。 

設備・備品の利用 
本来の使用法に従ってご利用ください。これに反した利用により破損等が

生じた場合、弁償していただく場合があります。 

金銭・貴重品管理 

原則自己管理をしていただきます。多額な金銭及び貴重品は所持されない

ようにして下さい。携帯電話はペースメーカーに影響がある為、禁止して

います。 

他科受診 利用期間中の他科受診はご家族様にお願いしています。 

ペットの持ち込み 衛生管理上、原則禁止とさせていただきます。 

私物洗濯 
ご家族様で、ご自宅でお願いします。施設には、コイン式洗濯機・コイン

式乾燥機を設置しています。 

宗教・政治活動 禁止しています。 

営利行為 禁止しています。 

 

９．サービス提供の記録 

（１）作成・保存 

  入所者様の介護保険施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録をその完結の

日から 5年間保存致します。 

（２）閲覧・開示 

  入所者様ご自身に関する介護保健施設サービス実施記録を閲覧できます。閲覧など業務に

支障のない時間にお願いします。また、謄写を希望される場合、謄写にかかる実費をいただ

きます。但し、申込日より 2年前までの記録を限度とし、個人情報の保護の為、申請者はご

本人またはご本人より依頼のあった方、契約時の代理人、後見人の方とさせて頂きます。 

 

１０．身体拘束 

  当施設は、原則として入所者様に対し身体拘束は行いません。但し、自傷他害の恐れが

ある等緊急やむを得ない場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の入所者様の心

身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するとともにご家族様にその旨を説明し同意

を得ます。 

 

１１．守秘義務の徹底 

  当施設の職員及び委託業務職員は、業務上知り得た入所者様又ご家族様に関する秘密を

正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、雇用契約終了後も同様といたし

ます。但し、次の各号についての情報提供については、当施設は入所者様及びご家族様か

ら予め同意を得た上で行うこととします。 

① 介護保健施設サービスのための市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険事

業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報

の提供する場合。 

② 介護保健施設サービスの質の向上のための学会及び研究会等での事例研究発表等の

場合。この場合、仮名等を使用し入所者様個人を特定できないような対策を講じま

す。 

 前項に掲げる事項は、契約終了後も同様の扱いと致します。 
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１２．事故発生時の対応 

（１） 施設は、入所者様がサービス利用中に事故（転倒による骨折や飲食中の誤嚥等）が発生

した場合、指定された緊急連絡先に事故発生時の経過及び状況説明を行い、直ちに適切

な対応を講じます。 

（２）施設は、速やかに市町村に連絡し、その状況等を記録します。 

（３）施設は、入所者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害

賠償を速やかに行います。 

 

 

 

第

１

緊

急

連

絡

先 

氏  名 様   

住  所  

電話番号        －       － 

続  柄  

 

第

2

緊

急

連

絡

先 

氏  名 様   

住  所  

電話番号        －       － 

続  柄  

 

１３．非常災害対策 

非常時の対応 ・消防計画に基づき対応します。 

・火災及び地震の発生時のために、非常災害要員を定め、組織を編成し任務

の遂行にあたります。 

消防訓練 ・防火教育及び消火、通報、避難訓練を年２回（うち１回は夜間を想定した）

実施します。 

設
備 

消火 スプリンクラー設備 消火器 移動式消火設備 

警報 自動火災報知機設備 非常警報設備  

避難 避難誘導灯 避難階段  

防火管理者 森田耕平 

 

１４．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

（１）当施設の苦情・相談窓口 

窓口責任者 尾形幸生 

ご利用時間 午前９時から午後７時まで随時 

ご利用電話番号 ０７２－９４１－８００５ 

面談場所 面談室等 

ご意見箱 受付カウンター等 

 

（２）行政等関係機関の苦情受付 
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大阪府 健康福祉部 高齢介護室 施設課 ０６－６９４４－７２０３ 

八尾市 健康福祉部 介護保険課 ０７２－９２４－９３６０ 

大阪府 国民健康保険 団体連合会 ０６－６９４９－５４４６ 

 

１５．虐待の防止について 

  当事業所は、入所者（利用者）などの人権の擁護・虐待防止のために必要措置を講じます。 

（1）職員に対し虐待を防止するための研修を行います。 

（2）施設内において虐待が発生しないように管理体制の強化をします。 

（3）当事業所は、サービス提供中に、当該施設（事業所）または養護者（利用者の家族等高齢 

者を現に養護するもの）による虐待を受けたと思われる入所者（利用者）を発見した場合は、

速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

（4）成年後見人制度の利用支援。 
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当事業者は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設 短期入所利用要介護及び介護予防短

期入所療養介護のサービス内容及び重要事項を説明しました。 

 令和   年   月   日 

＜事業者＞ 

 

 事業者名 医療法人 貴島会 

   介護老人保健施設 ノーブル楽音寺 

 

 

 

説明者職名                 

 

 

    氏名                    ㊞ 

 

 

 

 私は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設 短期入所利用要介護及び介護予防短期入

所療養介護のサービス及び重要事項の説明を受けました。 

 

 令和   年   月   日 

 

 

＜入所者様＞ 

 

 

ご住所 〒    ―     

 

 

                                           

 

 

   ご氏名                    ㊞ 

 

 

＜代理人様＞（後見人など） 

 

 

ご住所 〒    ―     

 

 

                                           

 

 

   ご氏名                    ㊞ 続柄（      ） 


